
資料１－１

策定済 ①市町村や各学校への周知の方法 ②保護者への周知として県が主導で行ったこと

参考

１－５

山口県（未策定）

・保護者へは特になし。
・国のガイドラインと同じ内容なので、高校
において課題が多い。6月から部活動改革推
進委員会を立ち上げて、方針を策定する予
定。その中にPTA連合会役員が入って検討し
てもらう。

・市町村はメールで通知しHPを参考にして
もらうよう依頼。
・校長会で各学校へ周知。
・新聞の報道発表の際にHPを参考にしても
らうようにした。

特になし。

・国のガイドラインが送付された際の依頼
文と同様の内容で市町村へ送付した。
・今後、既存の会議の際にガイドラインの
内容を説明していく。

・PTA総会で説明するなど具体的な方法をガ
イドラインに示して、県立学校や市町村に保
護者への周知をお願いした。

神奈川県
１－６
１－７

・4月9日記者発表後、県版の方針を市町村
へ送付。県立学校版も参考資料として送
付。
・私立については担当課の対応となり、現
在は協力をお願いしている状況で、実行さ
れているかどうかの把握はできていない。

・特になし。
・各学校で保護者に対応してもらいたいた
め、リーフレットを作成。説明会等に利用し
てもらうように働きかけている。
　　　　　　　　　　　　　　　１－４

・高校は5月上旬にメールで送付
・私立学校は庁内の担当課から送付
・校長会、教頭会、教育長会、事務長会で
説明をした。

特になし。

・4月20日の通知前に、高体連、高文連、中
体連、校長会で周知。
・4月20日付で通知。

・特になし。（検討会のメンバーにPTAの代
表に入ってもらっていた）

・県から教育委員会、県立学校へ周知。
・知事部局から私立学校へ。
・検討委員会などを設けなかった。
・高体連、中体連、高野連、市町村教育協
議連盟に課長が了解を事前に得て公表し
た。

和歌山県

高知県

静岡県

京都府

方針等策定済み都府県のその後の対応

・校長会や教育長会で説明を行った。
・県立学校は部活動顧問研修会（任意参
加）で説明する予定。

・7月にリーフレットを作成し配布予定。

・保護者への文書を県が素案を作成し、県立
学校や市町村に参考として送付した。
　　　　　　　　　　　　　　　１－２

・文書、HPへの掲載

・市町村教育委員会に文書で通知し各学校
への周知を依頼。
・県立学校へ通知。
・校長会で課長が説明。

・県の保護者宛文書を作成し、送付を依頼。
・市町村のPTA連合会総会で、会長から県の
方針を説明をする。
　　　　　　　　　　　　　　　１－３

・HPへの掲載。
・高校版、中学校版を作成しそれぞれ通知
文と一緒に周知を図った。

特になし。東京都

宮城県

群馬県

山梨県

三重県


